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【受付期間】

【試験日・試験場所】

令和５年度

米子市会計年度任用短時間勤務職員（専門職）

採用試験

受 験 案 内

○本庁舎専任宿日直員 ○公用車運転手

○女性相談員 ○母子・父子自立支援員

○学校支援員（小学校） ○学校支援員（中学校）

○学校主事 ○学校司書

令和６年１月１５日

米 子 市

令和６年１月１５日（月） ～ 令和６年２月１日（木）

・土曜日および日曜日を除きます。

・受付時間は、午前 8時 30 分～午後 5時 15 分までです。

・郵送による申込みの場合は、2月 1日必着で受け付けます。

試験日 試験場所

令和６年２月１１日（日）

（受付時間）８：００～８：２０

米子市役所本庁舎 ４階会議室

（米子市加茂町１丁目１番地）

＊くわしくは応募者に別途お知らせします。

予算編成や予算の議決の状況等によっては、採用にならない場合があります。
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１ 採用職種・採用予定人員・職務内容 ※併願はできません。

２ 試験日程及び会場

３ 試験方法及び内容

○ 合格者の決定

・合格者は、教養試験及び面接試験の得点を合計した得点の高い順に決定します。

・教養試験、面接試験にはそれぞれ一定の基準があり、この基準に満たない場合は、合計得点にかか

わらず不合格とします。

募集職種 採用予定人員 職務内容

本庁舎専任宿日直員 １人程度

市役所本庁舎の宿日直業務（庁舎内外の巡視、電話連

絡応対、到達文書等の処理、戸籍の届出書の受付等）

に従事します。

公用車運転手 １人程度 公用車運転及び車両管理業務に従事します。

女性相談員 １人程度

米子市こども総本部こども相談課家庭児童相談室に勤務し、

DV 被害者を含む女性の相談に対応し、支援等の業務に従事

します。

母子・父子自立支援員 １人程度

米子市こども総本部こども支援課に勤務し、ひとり親家庭の

相談に応じ、自立に必要な情報提供、指導、支援及び就労に

関する自立支援プログラムの策定、助言等の業務に従事しま

す。

学校支援員（小学校） ４人程度
先生と一緒に個別の支援が必要な児童に対して、学習

指導や生活介助等の業務に従事します。
学校支援員（中学校） ３人程度

学校主事 ３人程度
米子市立の小学校又は中学校において、学校の環境整

備その他の業務に従事します。

学校司書 ２人程度
米子市立の小学校又は中学校において、図書業務に従

事します。

試験日 試験場所

令和６年２月１１日（日）

（受付時間）８：００～８：２０

米子市役所本庁舎 ４階会議室

（米子市加茂町１丁目１番地）

＊くわしくは応募者に別途お知らせします。

試験科目 配点 試験の内容 解答時間

教養試験

(多肢選択式)
100 点

職員として必要な一般的な知識及び知能につい

ての筆記試験
60分

面接試験 200 点 人柄などについての面接試験
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４ 受験資格

○ 各区分共通事項：平成１８年４月１日までに生まれた方

※普通自動車運転免許はＡＴ限定可とします。

このほか、次に掲げる地方公務員法第 16 条に定める項目に該当する人は、受験できません。

・米子市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体

を結成し、又はこれに加入した者

５ 申し込み受付期間

試験区分 資 格

本庁舎専任宿日直員 特になし

公用車運転手 大型自動車運転免許を有する方

女性相談員

普通自動車運転免許を有し、①又は②を満たす方

①大学などで児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学もしく

は社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒

業した方

②市町村児童家庭相談窓口等で相談業務の実務経験がある方

母子・父子自立支援員
普通自動車運転免許を有し、パソコンの基本操作（文章作成や表計算

ソフトへの入力等）ができる方

学校支援員（小学校）
特になし

学校支援員（中学校）

学校主事 普通自動車運転免許を有する方

学校司書

図書館の司書若しくは司書補となる資格を有する方（令和６年３月

３１日までに取得見込みを含む）又は学校図書館、図書館等で図書業

務に従事した経験がある方

令和６年１月１５日（月） ～ 令和６年２月１日（木）

・土曜日および日曜日を除きます。

・受付時間は、午前 8時 30 分～午後 5時 15 分までです。

・郵送による申込みの場合は、2月 1日必着で受け付けます。
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６ 受験手続

○ 受理した提出書類は、返却しません。

○ 詳しいことは、米子市総務部職員課にお尋ねください。

７ 合格者の発表

（注） 最終合格者の辞退等により、採用予定人員に欠員が生じた場合、成績上位者から繰り上げ合格を決定する場

合があります。

８ 採用予定日

令和６年４月１日

区 分 内 容

提出書類

受験申込書 及び 自己紹介カード 各１部

返送用封筒 １通

○ 受験申込書及び自己紹介カードには、必要事項を記載のうえ、写真を貼付し

てください。

○ 返送用封筒には、受取人の宛先（郵便番号・住所）、氏名を記入のうえ、84 円

切手を貼ってください。

申込先

米子市総務部職員課 (本庁舎３階)

〒683-8686 米子市加茂町１丁目１番地 電話（0859）23－5341

［持参により申し込む場合］

○ 米子市総務部職員課へ、直接ご持参ください。

［郵送で申し込む場合］

○ 封筒の表に「採用試験(職種名) 受験申込」と書いてください。

受験票の交付

受験票は、提出いただいた返送用封筒により後日郵送します。

○2月 8 日までに到着しないときは、米子市総務部職員課に問い合わせてくださ

い。

区分 発表時期 発表の方法

最終合格者 ２月下旬 受験者全員に対し、郵送により通知します。
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９ 勤務条件等

【本庁舎専任宿日直員】

【公用車運転手】

【女性相談員】

【母子・父子自立支援員】

区 分 内 容

報 酬

報酬は、

宿直勤務 １回あたり １１，８８０円

宿日直勤務 １回あたり １８，８３０円です。

このほかに通勤手当相当の額、期末及び勤勉手当がそれぞれの条件により支給され

ます。

勤務形態

平日 宿直勤務 １７時００分から翌日８時３０分まで

休日 宿日直勤務 ８時３０分から翌日８時３０分まで

・輪番制による２人体制で、１ヶ月に１０回程度の勤務となります。

・宿日直業務は、労働基準法第 41 条に定める断続的労働に該当します。

区 分 内 容

報 酬

報酬は、

月額１２５，４９６円（高卒以下）

月額１３２，３０９円（短大卒）

月額１４０，７４８円（大学卒）です。

このほかに通勤手当相当の額、期末及び勤勉手当がそれぞれの条件により支給され

ます。

勤務形態
勤務時間は、１週間当たり３０時間です。

・１日の勤務時間は、原則として午前８時３０分から午後５時１５分までの間で、

１日につき７時間４５分を限度として割り振られます。

区 分 内 容

報 酬

報酬は、月額１５１，８９６円です。

このほかに通勤手当相当の額、期末及び勤勉手当がそれぞれの条件により支給され

ます。

勤務形態
勤務時間は、１週間当たり３０時間です。

・１日の勤務時間は、原則として午前８時３０分から午後５時１５分までの間で、
１日につき７時間４５分を限度として割り振られます。

区 分 内 容

報 酬

報酬は、

月額１２５，４９６円（高卒以下）

月額１３２，３０９円（短大卒）

月額１４０，７４８円（大学卒）です。

このほかに通勤手当相当の額、期末及び勤勉手当がそれぞれの条件により支給され

ます。

勤務形態
勤務時間は、１週間当たり３０時間です。

・１日の勤務時間は、原則として午前８時３０分から午後５時１５分までの間で、

１日につき７時間４５分を限度として割り振られます。
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【学校支援員（小学校）】

【学校支援員（中学校）】

【学校司書】

【学校主事】

区 分 内 容

報 酬

報酬は、

月額１０４，５８０円（高卒以下）

月額１１０，２５８円（短大卒）

月額１１７，２９０円（大学卒）です。

このほかに通勤手当相当の額、期末及び勤勉手当がそれぞれの条件により支給され

ます。

勤務形態
勤務時間は、１週間当たり２５時間です。

・１日の勤務時間は７時間４５分を限度として割り振られます。原則、月曜日から

金曜日の勤務で、勤務時間の割振りは学校長が行ないます。

区 分 内 容

報 酬

報酬は、

月額５４，３８１円（高卒以下）

月額５７，３３４円（短大卒）

月額６０，９９０円（大学卒）です。

このほかに通勤手当相当の額が条件により支給されます。

勤務形態

勤務時間は、１週間当たり１３時間です。

・１日の勤務時間は７時間４５分を限度として割り振られます。原則、月曜日から

金曜日の勤務で、勤務時間の割振りは学校長が行ないます。

区 分 内 容

報 酬

報酬は、

月額１１７，１３０円（高卒以下）

月額１２３，４８９円（短大卒）

月額１３１，３６５円（大学卒）です。

このほかに通勤手当相当の額、期末及び勤勉手当がそれぞれの条件により支給され

ます。

勤務形態

勤務時間は、１週間当たり２８時間です。

・１日の勤務時間は７時間４５分を限度として割り振られます。原則、月曜日から

金曜日の勤務で、勤務時間の割振りは学校長が行ないます。

区 分 内 容

報 酬

報酬は、

月額１２５，４９６円（高卒以下）

月額１３２，３０９円（短大卒）

月額１４０，７４８円（大学卒）です。

このほかに通勤手当相当の額、期末及び勤勉手当がそれぞれの条件により支給され

ます。

勤務形態

勤務時間は、１週間当たり３０時間です。

・１日の勤務時間は７時間４５分を限度として割り振られます。原則、月曜日から

金曜日の勤務で、勤務時間の割振りは学校長が行ないます。
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○共通事項

○ いずれの職種も、採用時までに給与改定・制度改正があった場合は、それによります。

区 分 内 容

任用期間

任用期間は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までです。

・任期満了後、再度の任用を行う場合があります。再度の任用を行う場合は、

採用日から起算して勤続５年を超えない範囲内で、年度ごとに勤務実績、

健康状態等を考慮の上、決定します。（職の改廃等がある場合を除く。）

・再度の任用時において、前年度までの会計年度任用短時間勤務の経験を加

えて市長が定める上限の範囲内で、再度報酬月額を定めます。

その他

下記の職種については、健康保険（鳥取県市町村職員共済組合）、厚生年金及

び雇用保険の適用があります。

本庁舎専任宿日直員、公用車運転手、女性相談員、母子・父子自立支援

員、学校支援員（小学校）、学校主事、学校司書


